
市 政 ニ ュ ー ス

父
子
家
庭
の
児
童
扶
養
手
当

申
請
の
お
知
ら
せ

　

児
童
扶
養
手
当
法
の
改
正
に
よ
り
、

平
成
22
年
８
月
か
ら
、
父
子
家
庭
の

方
に
も
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

受
給
す
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要

で
す
。
申
請
は
い
つ
で
も
で
き
ま
す

が
、
申
請
の
翌
月
分
か
ら
の
支
給
に

な
り
ま
す
。

　

父
子
家
庭
で
支
給
要
件
に
該
当
し

た
方
は
、
11
月
30
日
ま
で
に
申
請
を

す
れ
ば
、
平
成
22
年
度
の
み
、
12
月

に
８
〜
11
月
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

支
給
額
は
、
親
の
所
得
や
18
歳
未

満
の
子
ど
も
の
人
数
に
よ
っ
て
決
定

し
ま
す
。
申
請
の
際
に
は
、
事
前
に

お
問
い
合
わ
せ
を
お
願
い
し
ま
す
。

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
福
祉
保
健
課
子

育
て
支
援
係
☎
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４
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重
度
心
身
障
害
者（
児
）

医
療
費
受
給
資
格
者
証
の

更
新
手
続
き
の
お
知
ら
せ

　

重
度
心
身
障
害
者
（
児
）
医
療
費

受
給
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い

る
方
は
、
有
効
期
限
が
平
成
22
年
７

月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

更
新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
受
給
資
格
の
あ
る
方
で
受
給

者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
も

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

⃝
対
象
者

福
祉
に
関
す
る
各
種
申
請
。

忘
れ
ず
に
手
続
き
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

■�

福
祉
保
健
課
と
医
療
介
護
課
か
ら
、
各
種
申
請
の
お
知
ら
せ
で
す
。

①�

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、
２
級
の

交
付
を
受
け
た
方

②
療
育
手
帳
Ａ
の
交
付
を
受
け
た
方

③�

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
と
療
育
手

帳
Ｂ

−

１
両
方
の
交
付
を
受
け
た

方
※�

所
得
制
限
が
あ
る
た
め
所
得
状
況

に
よ
っ
て
は
該
当
し
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

⃝�

更
新
手
続
期
間
＝
７
月
１
日
〜
８

月
31
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
）

⃝�

受
付
場
所
＝
福
祉
保
健
課
自
立
支

援
係
（
串
間
市
総
合
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
内
３
番
窓
口
）

⃝�

必
要
な
も
の
＝
印
鑑
（
認
め
可
）、

身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育
手

帳
、
健
康
保
険
証
、
現
在
お
持
ち

の
受
給
資
格
者
証
、
本
人
ま
た
は

扶
養
義
務
者
の
所
得
証
明
書
（
こ

の
申
請
に
関
す
る
所
得
証
明
書
は

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
も
交

付
で
き
ま
す
）

⃝�

問
い
合
わ
せ
先
＝
福
祉
保
健
課
自

立
支
援
係
☎
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介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の

軽
減・負
担
限
度
額
に
つ
い
て

ご
相
談
く
だ
さ
い

社
会
福
祉
法
人
等
介
護
保
険
利
用
者

負
担
軽
減

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
で
、

利
用
者
負
担
軽
減
を
実
施
す
る
社
会

福
祉
法
人
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
受
け
る
場
合
、
次
の
要
件
の
す

べ
て
に
該
当
す
る
方
の
利
用
者
負
担

（
利
用
料
）
を
軽
減
し
ま
す
。

①�

申
請
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
員

す
べ
て
に
市
民
税
が
課
せ
ら
れ
て

い
な
い

②�

市
町
村
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
な
い

③�

自
宅
以
外
に
処
分
可
能
な
資
産
を

所
有
し
て
い
な
い

④�

年
間
収
入
金
額
が
（
一
人
世
帯
）

トレーニング室

は
、
自
分
の
体
力
が
ど
れ
く
ら
い
あ

る
の
か
を
調
べ
て
み
る
た
め
に
、
体

力
測
定
モ
ー
ド
を
選
択
。
さ
っ
そ
く

ス
タ
ー
ト
で
す
。
機
械
の
出
す
音
に

合
わ
せ
て
ペ
ダ
ル
を
こ
ぎ
続
け
ま
す
。

意
外
に
も
順
調
に
す
す
ん
で
残
り
５

分
の
表
示
。
し
か
し
こ
こ
か
ら
が
試

練
で
し
た
。
ペ
ダ
ル
が
重
く
な
り
、

な
か
な
か
思
う
よ
う
に
こ
ぐ
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
残
り
わ

ず
か
な
20
代
の
意
地
で
が
ん
ば
り
、

な
ん
と
か
や
り
と
げ
ま
し
た
。
測
定

　　　　　　　　　　　　　　　
◎エンジョイトレーニング

あ
そ
ぼ
う
。

　

　
　
　
　

�

くしまを

ア
ロ
バ
イ
ク
と
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ
シ

ン
。
ま
ず
は
エ
ア
ロ
バ
イ
ク
に
挑
戦

し
て
み
ま
し
た
。
エ
ア
ロ
バ
イ
ク
に

は
、
脈
拍
を
測
定
す
る
洗
濯
ば
さ
み

の
よ
う
な
機
械
が
つ
い
て
い
て
、
始

め
に
こ
れ
を
耳
に
つ
け
ま
す
。
ま
ず

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
串
間
市
総

合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
中
に
あ
る

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
で
す
。
平
成
19
年

に
同
セ
ン
タ
ー
が
新
設
さ
れ
た
と
き

に
、
現
在
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
が
で

き
ま
し
た
。
中
に
は
多
目
的
ス
ペ
ー

ス
が
あ
る
ほ
か
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
機

器
も
置
い
て
あ
り
ま
す
。
機
器
は
、

エ
ア
ロ
バ
イ
ク
や
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ

シ
ン
な
ど
の
本
格
的
な
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
機
器
の
ほ
か
、
ジ
ョ
ー
バ
と
い
っ

た
お
手
軽
な
も
の
も
あ
り
、
体
力
や

年
齢
に
合
わ
せ
た
運
動
が
可
能
で
す
。

で
は
、
さ
っ
そ
く
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室

を
利
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

利
用
の
申
請

　

利
用
す
る
に
は
、
書
類
に
て
申
請

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
セ
ン

タ
ー
内
の
福
祉
保
健
課
に
て
、
書
類

を
提
出
す
れ
ば
申
請
完
了
で
す
。
利

用
料
金
は
、
１
時
間
１
０
０
円
と
非

常
に
お
手
頃
で
す
。
ま
た
、
利
用
す

る
た
び
に
申
請
し
な
く
て
も
、
あ
ら

か
じ
め
月
単
位
で
利
用
を
申
請
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。
利
用
時
間
は
、

平
日
・
休
日
と
も
に
午
前
８
時
半
か

ら
午
後
10
時
ま
で
で
す
。

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
開
始

　

今
回
利
用
し
て
み
た
機
器
は
、
エ

結
果
は
、
体
力
レ
ベ
ル
が
な
ん
と
か

標
準
に
。
日
ご
ろ
の
運
動
不
足
を
自

覚
し
ま
し
た
。
一
休
み
し
た
あ
と
、

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ
シ
ン
に
挑
戦
。
こ

ち
ら
は
自
分
の
体
の
調
子
に
あ
わ
せ

て
、
時
速
0.1
㎞
単
位
で
速
度
調
節
が

可
能
で
す
。
ま
ず
は
ゆ
っ
く
り
時
速

１
㎞
ぐ
ら
い
か
ら
。
体
が
慣
れ
て
き

た
ら
少
し
ず
つ
ペ
ー
ス
を
上
げ
て
い

き
、
時
速
４
㎞
ほ
ど
で
し
ば
ら
く
歩

き
続
け
ま
し
た
。
普
段
は
な
か
な
か

歩
く
機
会
が
少
な
い
の
で
す
が
、
や

は
り
健
康
の
基
本
は
歩
く
こ
と
だ
と

感
じ
る
一
時
で
し
た
。

　

今
回
体
験
し
た
２
つ
以
外
に
も
、

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
に
は
機
器
が
置
い

て
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
運
動

か
ら
、
本
格
的
な
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
一
度
、
挑

戦
し
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
福
祉
保
健
課
☎
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０
３
３
３

この夏、体づくりに挑戦してみませんか

①エアロバイク　②ジョーバ　③レッグプレス　④ウォーキングマシン

エアロバイクに挑戦中

１
５
０
万
円
以
下
、
世
帯
員
が
一

人
増
す
ご
と
に
50
万
円
を
加
算
し

た
額
以
下

⑤�

預
貯
金
が
（
一
人
世
帯
）
３
５
０

万
円
以
下
、
世
帯
員
が
１
人
増
す

ご
と
に
１
０
０
万
円
を
加
算
し
た

額
以
下

⑥
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

⃝�

軽
減
対
象
サ
ー
ビ
ス
＝
社
会
福
祉

法
人
が
提
供
す
る
訪
問
介
護
、
通

所
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護
お

よ
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

⃝�

軽
減
内
容
＝
軽
減
対
象
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
負
担
の
28
％
、
食
費
・
居

住
費
の
25
％
（
老
齢
福
祉
年
金
受

給
者
は
利
用
者
負
担
の
53
％
、
食

費
・
居
住
費
の
50
％
）
を
軽
減

⃝�

認
定
期
間
＝
申
請
月
か
ら
平
成
23

年
６
月
末
ま
で

負
担
限
度
額
認
定

　

介
護
保
険
施
設
に
入
所
す
る
と
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
１
割
を
負
担

す
る
ほ
か
に
、
居
住
費
・
食
費
を
負

担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

世
帯
状
況
・
収
入
状
況
に
よ
り
負
担

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
（
居
住
費
や
食

費
は
、
利
用
者
と
施
設
と
の
契
約
に

よ
る
こ
と
が
原
則
）。

⃝�

対
象
サ
ー
ビ
ス
＝
介
護
福
祉
施
設

サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
短
期
入
所
生
活

介
護
、
短
期
入
所
療
養
介
護

⃝�

認
定
期
間
＝
申
請
月
か
ら
平
成
23

年
６
月
末
ま
で

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
医
療
介
護
課
介

護
保
険
係
☎
72
︱
０
３
３
３
（
内

線
５
１
５
）
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